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平成 29年度神奈川県相談支援従事者現任研修実施要領 

 

１ 研修目的 

  障害者等の相談支援に従事する者が、障害者等の意向に基づく地域生活を実現できるよう支援

するために必要な保健、医療、福祉等のサービスの総合的な知識や援助技術を習得するとともに、

適切な支援方法について学び、資質の向上を図ることを目的とする｡ 

 

２ 実施主体  神奈川県 

（保健福祉局福祉部障害福祉課及び保健福祉大学実践教育センターとの共同企画） 

 

３ 研修内容 

（１）障害者総合支援法の趣旨、目的やサービス内容の基本的な理解を深める。 

（２）神奈川県における地域生活支援事業に関する事業内容について理解する｡ 

（３）自立支援協議会の運営、地域課題へのアプローチ方法について理解する。 

（４）身体、知的、精神の障害種別を越えた障害者ケアマネジメントのあり方を学ぶ。 

（５）地域でのネットワーク形成に向けた支援アプローチを考える。 

 

４ 受講対象者（受講資格） 

  以下の要件をすべて満たす者   

（１）障害者総合支援法における指定特定・障害児・一般相談支援事業所及び市町村並びに県機関

等（以下、「指定相談支援事業所等」という）において相談支援業務に従事している者（今

後その見込みがある者も含む） 

（２）神奈川県内（横浜市・川崎市を除く）に在勤する者 

（３）相談支援従事者初任者研修を修了した者（平成 23 年度以前に初任者研修を修了した者は、

相談支援従事者現任研修を修了していることが必要） 

（４）事前課題を提出できる者 

（５）３日間すべての日程を受講できる者 

 

＜留意事項＞ 

 

 

 

 

 

５ 日 程  

平成２９年１０月３０日（月）、１０月３１日（火）、１１月２１日（火） 

      ※今年度は下記日程のみの開催です。 

６ 定 員   

１２０名 

    ※受講希望者が定員を超えた場合は選考により決定します。 

７ 会 場   

神奈川県立保健福祉大学実践教育センター （相鉄線二俣川駅北口より徒歩またはバス） 

  〒２４１－０８１５  横浜市旭区中尾 １－５－１ 

 

８ 研修カリキュラム   

別添カリキュラムを参照してください。 

 

 

相談支援専門員は、相談支援従事者初任者研修を修了した年度の翌年度を初年度として、５年

以内に当現任研修を修了する必要があり、以後５年間に１回以上受講することが必要です。指定

相談支援事業所等は、相談支援専門員の計画的な受講にご配慮をお願いします｡ 

平成２４年度初任者研修修了者は、今年度中に現任研修を受講し修了する必要があります。 
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９ 受講申込み 

（１）指定相談支援事業所等の所属長は、受講対象者について別添「平成 29 年度神奈川県相談支

援従事者現任研修受講申込書（受講申込用紙）」により、県立保健福祉大学長あてに推薦し

てください。  

（２）同一所属から複数名の受講を希望する場合は、所属内での優先順位を受講申込書の「所属内

優先順位」の欄に記入してください。 

（３）初任者研修の修了証書のコピー(A4サイズ)を必ず添付してください。 

（４）現任研修を修了している者は、現任研修修了証書のコピー(A4サイズ）を必ず添付してくだ

さい。複数回修了している者は、その全ての修了証書のコピー(A4サイズ)を必ず添付してく

ださい。 

（５）平成 17 年度以前に障害者ケアマネジメント従事者養成研修を修了した者は、別途追加研修

修了証書並びに現任研修の修了証書が必要になりますので併せて添付してください。 

 

10 申込み期限 

  平成２９年７月２０日（木）必着   

※下記の送付先へ 郵 送 してください。郵送以外は受け付けませんのでご注意ください。 

※受講の可否をお知らせしますので、82 円切手を貼付した長形 3 号の返信用封筒（返信先を

明記）を必ず同封してください。なお、長形 3号よりも小さい封筒を同封しないでください。

長形 3号より大きな返信用封筒の場合はそれに合わせた額の切手を貼付してください。 

 

11 受講申込書の送付先及び問い合わせ先 

 

※封筒のおもてに朱書きで「相談支援従事者現任研修申込書在中」とご記入ください｡ 

 

12 受講者の決定 

受講者は、応募多数の場合、書類選考により決定し、各所属長あてに文書で通知します。 

※７月下旬の予定  

 

13 修了証書、修了者名簿の管理 

研修カリキュラムのすべてを修了した者に修了証書を授与します。 

なお、研修修了者については、氏名及び生年月日等を記載した名簿を神奈川県保健福祉局福祉

部障害福祉課において管理します。また、事業所所在地の市町村に研修修了者の情報を提供しま

すのでご承知おきください｡ 

14 受 講 料     

無 料 

〒２４１－０８１５  横浜市旭区中尾 １－５－１ 

神奈川県立保健福祉大学 実践教育センター 実践教育部  山田宛 

 

ＴＥＬ：０４５－３６６－５８７１（直通）  
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15  そ の 他 

（１）駐車場はありませんので、来場の際は、公共交通機関を利用してください。 

（２）受講に当たって、手話通訳、点訳教材、身障者用駐車場等を必要とする方は、受講申込書の

所定欄に記載してください。 

（３）遅刻及び早退は欠席とみなします。修了証書を交付できませんので、ご注意ください。通勤

時間帯による混雑や天候等を考慮の上、余裕を持ってご来場ください。 

（４）著しく受講態度が悪く（私語、居眠り、携帯電話の使用等）、繰り返し注意された方には、

修了証書を交付できませんので、ご注意ください。 

≪参考≫ 相談支援専門員の資格の更新 

  相談支援専門員は、相談支援従事者初任者研修を修了し、修了した年度の翌年度を初年度とし

て、５年目の年度末までに現任研修を修了する必要があり、以降、５年間に１回以上現任研修を

受講し修了することが必要となります。（５年度毎に更新） 

＜平成 24年度に初任者研修を修了している場合＞ 

 

 

 

 

24年度 25年度 ～ 29年度 30年度 ～ 34年度 

初任者 

研修 
初年度 ～ 5年度目 6年度目 ～ 10年度目 

 

 

 

 

 

 

≪注意事項≫  

○平成 24年度初任者研修修了者で平成 25年度以降に現任研修を修了していない方については、

平成 29年度中に現任研修を修了しなければ、相談支援専門員の資格を失効します。 

○失効した場合は、相談支援専門員の資格要件を満たすためにあらためて初任者研修（全日程）

を受講する必要があります。 

25～29年度の間に現任研修を 

1回以上修了 

30～34年度の間に現任研修を 

1回以上修了 

 

初任者研修修了後から 29 年度末まで

は、現任研修を修了しなくても相談支

援専門員として配置可能 

29 年度末までに現任研修を修了して

いれば、30 年度から 34 年度末までは

相談支援専門員として配置可能 



平成 29年度神奈川県相談支援従事者現任研修カリキュラム 

＊多少変更することがあります。 

日 程 時 間 内  容 

１日目 

 

10月 30日 

（月） 

８：４０～９：００ 受 付 

９：００～９：２０ 開講式・オリエンテーション 

９：２０～１０：４５ 

 

【講義】『障害者福祉の動向』 

筑波大学 人間系 小澤温 教授 

１０：４５～１０：５５ 休憩 

１０：５５～１２：２０ 
【講義】『地域課題へのアプローチ』 

筑波大学 人間系 小澤温 教授 

１２：２０～１３：２０ 昼休み 

１３：２０～１３：４０ 研修のねらいの説明 

１３：４０～１５：２０ 
【講義】『相談支援』 
O NPO法人かながわ障がいケアマネジメント従事者 

ネ         ネットワーク 冨岡 貴生 理事長 

１５：２０～１５：３５ 移 動・休 憩 

１５：３５～１７：１５ 
【演習】『相談支援』 

   同 上   他 

１７：１５～１７：２０ 事務連絡 

２日目 

 

10月 31日 

（火） 

９：００～９：２０ 受 付・事務連絡 

９：２０～１０：２０ 
【講義】『地域生活支援事業について』 

神奈川県保健福祉局福祉部 障害福祉課 
地域生活支援グループ 

１０：２０～１０：３５ 休 憩 

１０：３５～１２：０５ 

【講義】『チームアプローチ』 
NPO法人藤沢相談支援ネットワーク 
ふじさわ基幹相談支援センター えぽめいく 

吉田 展章 所長 

１２：０５～１３：０５ 昼休み・移 動 

１３：０５～１６：２５ 

（休憩１０分含む） 

【演習】『チームアプローチ』 

同 上   他 

１６：２５～１６：４０ 移 動・休 憩 

１６：４０～１６：５０ 事務連絡 

３日目 

 

11月 21日 

（火） 

９：００～９：１０ 受 付・事務連絡 

９：１０～１０：５０ 
【演習】『コミュニティワークについて』 

（福）常成福祉会 丹沢レジデンシャルホーム   
岡西 博一 副施設長   他 

１０：５０～１１：０５ 移 動・休 憩 

１１：０５～１２：１５ 
【講義】『コミュニティワークについて』 

   同 上 

１２：１５～１３：１５ 昼休み 

１３：１５～１４：４５ 

【講義】『計画相談支援について』 

 （福）唐池学園 貴志園にじいろ 
小川 陽 施設長 

１４：４５～１５：０５ 説 明・休 憩 

１５：０５～１６：５０ 

【まとめ】『神奈川県相談支援専門員人材育成ビジョン』 

O NPO法人かながわ障がいケアマネジメント従事者 
ネ          ネットワーク 冨岡 貴生 理事長 

１６：５０～１７：００ 閉講式・修了証交付 


